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千島海溝沿いの地震に伴う津波影響評価



千島海溝沿いの地震に伴う津波について（概要）
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【課題】

【新たな知見】

【福島第二原子力発電所に対する津波検討の経緯】

 千島海溝沿いの地震に伴う津波（以下，「千島海溝津波」）については、福島第二原子力
発電所（以下、「福島第二」）の新規制基準を考慮した津波（以下、「新規制基準津波」
）策定の一環として検討を実施。

 新規制基準津波の検討結果については、 平成26年10月3日に公表。

 2017.12.19 地震調査推進本部は千島海溝沿いの地震活動の長期評価（第三版）を発表。

 超巨大地震（17世紀型， Mw8.8程度以上）は発生から400年程度経過し、切迫している
可能性が高いと評価。

 波源については，既存のデータセットからは知られていないものの、三陸沖北部の日本海
溝沿いと十勝沖以東の連動にも言及。

 切迫している可能性が高いことが示されたため、これに対する津波影響を評価する。



地震調査推進本部発表の概要
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 超巨大地震（17世紀型）が切迫している可能性が高いとされた。

地震調査推進本部
HP資料に一部加筆



福島第二原子力発電所への津波影響評価

3

2011年東北地方
太平洋沖地震
（Mw9.1）

津波地震型
（Mw8.5）

アウターライズ地震型
（Mw8.6）

千島海溝から日本海溝北部
の領域（Mw9.４）

東北地方太平洋沖型地震
（Mw9.1）

▲

名称 既往地震
既往地震

規模Mw

検討規模

Mw

最高水位

2F検潮所

東北地方太平洋
沖型地震

2011年東北地方

太平洋沖地震

９．０

～９．１
９．１ O.P.+19.9ｍ

※１

千島海溝津波 ５００年間隔地震
８．５

～８．８
９．４ O.P.+9.3m

津波地震型
1677年延宝房総地震

1896年明治三陸地震

８．２

８．３
８．５ O.P.+11.4m

アウターライズ
地震型

1933年昭和三陸地震 ８．４ ８．６ O.P.+4.2m

海域の活断層 － － ６．８ O.P.+2.7ｍ

海底地すべり － － － O.P.+2.0m

 千島海溝津波については、 福島第二の新規制基準津波の策定過程において、日本海溝北部（三陸
沖北部）との連動も含め保守的にMw9.4の波源として検討。

 その他の波源として、上記の他、東北地方太平洋沖型地震，津波地震型及びアウターライズ地震
型などを考慮。

 波源の不確かさを考慮し、福島第二に対して最も影響が大きくなるモデルを検討した結果、東北
地方太平洋沖型地震が、福島第二の敷地に最も影響が大きい（新規制基準津波として採用※１）。

２Ｆ

※１：１号炉取水口前面の水位（O.P.+27.5m）を新規制基準津波として採用



千島海溝津波による福島第二敷地の浸水深
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 津波は南東方向より到来。
 O.P.+4m盤での最大浸水深：物揚場付近で約6.9m
 原子炉建屋を設置しているO.P.+12m盤は浸水しない。

福島第二敷地の最大浸水深の分布

N

※ O.P.：小名浜湾工事基準面
（Onahama Peil）

O.P.+4m盤での最大
浸水深：約6.9m



地震調査推進本部により切迫している可能性が高いとされた、

千島海溝津波について福島第二原子力発電所への影響を検討した。

検討の結果，原子炉建屋への浸水はないものの、熱交換器建屋への

浸水は否定できない。（水密化設計耐水圧：O.P. +約7mに対し、

熱交換器建屋周辺の最大津波高さO.P. +約9m）

熱交換器建屋の浸水への対応は、既設設備の復旧対応に加え、

「福島第二原子力発電所における新規制基準を考慮して策定した地

震動及び津波について」（平成26年10月3日公表）の検討時に策定

した機動的対応により、使用済燃料プール内の燃料は健全性を確保

可能と考える。

まとめ
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【参考】新規制基準を考慮して策定した地震動及び津波について（１／２）
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＜平成26年10月3日公表資料＞
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【参考】新規制基準を考慮して策定した地震動及び津波について（２／２）

＜平成26年10月3日公表資料＞


